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緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の解除に伴う 

営業再開のお知らせ 
 
新型コロナウイルスに罹患された方々に心よりお見舞い申し上げますと共に、医療従事者
の方をはじめとする感染拡大抑止にご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。 
当社は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令された都道府県において、臨時休業を
継続してまいりましたが、この度の政府の解除決定を受け、休業中の直営店の営業を 10 月
1 日（金）に再開いたします。なお、営業時間および酒類提供時間は各自治体の方針に従い
ます。 
 
（１） 対象店舗 

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって休業中の直営全店 
 

（２） 営業再開日 
2021 年 10 月 1 日（金） 
※一部店舗においては、上記日程より遅れる場合がございます。 

 
（３） 営業時間と酒類提供時間 

各自治体の方針に従います。 
※認証店制度を設けている自治体にある店舗は、制度の定める範囲内での営業時間・
酒類提供時間といたします。 
 

（４） 新型コロナウイルス対策 
店舗において、引き続きお客様と従業員の安全を最優先に、新型コロナウイルス感
染拡大防止への取り組みを一層強化・徹底いたします。 

 
【本リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社大庄 広報室 担当：⻲⽥/楠山 
東京都大⽥区大森北 1-1-10 大森シティビル 

TEL.03-5764-2270/FAX.03-5764-2227 


